
【参加費無料】

手話・要約筆記

について一緒に

学びませんか？

令和８（2026）年度

手話

【対象】

お気軽にお問い合わせください

【対象】

028-627-6889

・手話でろう者と日常会話がで
きる程度の方

手話奉仕員養成講座修了者
または、手話検定3級保持者

・要約筆記（手書き・パソコン）
に関心のある方

・聴覚障害福祉に関心のある方

要約筆記

養成チャレンジ講座

とちぎ視聴覚障害者情報センター
宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ2階

詳細は裏面をご覧ください⇒

【目的】【目的】
・手話通訳者養成講座の受講を
目標に、手話のスキルアップ
を目指す。

・要約筆記の活動を知り、実際
に要約筆記を体験する。

いち会さん

手話通訳者・要約筆記者



定員期日会場地域

要約筆記：30名

手話：30名

第1回： 9月13日（日）

第2回： 10月 4日（日）

第3回：12月 6日（日）

泉きずな館
（矢板市泉526番地）

矢板市

周辺地域

要約筆記：30名

手話：30名

第1回： 12月20日（日）

第2回： 1月 17日（日）

第3回： 1月31日（日）

石橋公民館
（下野市石橋629-1）

下野市

周辺地域

聞こえない・聞こえにくさのある方への理解と、手話通訳者・要約
筆記者の役割を学びます。
初心者の方を対象に、基礎スキルを実技で体験できる内容です。

養成チャレンジ講座 申込書 ※締切：7月31日（金）
FAX：028-627-6889 メール：sityokaku@tochigikenshakyo.jp ウェブ：

メールアドレス電話住所氏名

（ ）①要約筆記
（ ）②手話 ①②参加 ／ ②のみ参加

矢板市地域・下野市地域
※希望地域に〇

【スケジュール】

【申し込み方法】FAX・メール・ウェブでお申し込みください

。

※時間：各日とも、要約筆記13時～14時30分、手話通訳14時45分～16時15分
※手話で申込みの方は、希望により要約筆記の参加も可能です。

※基本、3回とも選択した地域で受講していただきますが、やむを得ず会場を変更する場合は事前に情報センターへご相談ください。

養成チャレンジ講座 とは？

デフリンピックを通して注目された「情報アクセシビリティ」。
誰もが分かり合える社会を目指し、手話や要約筆記について
一緒に学びませんか？


